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指
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指
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指
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指
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指
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画
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事
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事
業
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画

の
変
更
認
可

（
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街
地
整
備
課
）

九

○
越
谷
都
市
計
画
下
水
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の
変
更

（
下
水
道
課
）

九

○
埼
玉
県
立
図
書
館
業
務
シ
ス
テ
ム
開

発
業
務
委
託
に
関
す
る
落
札
者
等
の

公
示

（
浦
和
図
書
館
）

九

○
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
使
用
料
の
徴

収
事
務
委
託

（
近
代
美
術
館
）

九

○
警
察
車
（
無
線
警
ら
車
）
十
一
台
に

係
る
落
札
者
の
公
示（

会

計

課
）

一
〇

○
県
道
さ
い
た
ま
鴻
巣
線
の
区
域
の
変

更

（
北
本
県
土
）

一
〇

○
県
道
蓮
田
鴻
巣
線
の
区
域
の
変
更

（

〃

）

一
〇

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
飯
能
県
土
）

一
一

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

一
一

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
東
松
山
県
土
）

一
一

○

〃

（
杉
戸
県
土
）

一
一

埼玉県発行

埼
玉
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
１９
年
９
月
２５
日

埼
玉
県
公
安
委
員
会
委
員
長
由
木
義
文

埼
玉
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１０
号

埼
玉
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
５０
年
埼
玉
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
２
条
の
２
中
「
埼
玉
県
警
察
本
部
組
織
条
例
（
昭
和
２９
年
埼
玉
県
条
例
第
２６
号
）」を「

条
例
」

に
改
め
、
同
条
を
第
２
条
の
４
と
す
る
。

第
２
条
の
次
に
次
の
２
条
を
加
え
る
。

（
財
務
局
）

第
２
条
の
２
総
務
部
に
、
財
務
局
を
置
く
。

２
財
務
局
に
お
い
て
は
、
埼
玉
県
警
察
本
部
組
織
条
例
（
昭
和
２９
年
埼
玉
県
条
例
第
２６
号
。
以

下
「
条
例
」
と
い
う
。）
本
則
第
１
号
�
か
ら
�
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
組
織
犯
罪
対
策
局
）

第
２
条
の
３
刑
事
部
に
組
織
犯
罪
対
策
局
を
置
く
。

２
組
織
犯
罪
対
策
局
に
お
い
て
は
、
条
例
本
則
第
５
号
�
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
国
際
的
な
犯

罪
捜
査
に
関
す
る
事
務
及
び
�
か
ら
�
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
３
条
中
「
総
務
部
に
」
の
次
に
「
、
財
務
局
を
置
く
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
、
「
８
課
」
を

「
５
課
」
に
改
め
、
「
会
計
課
」、
「
施
設
課
」
及
び
「
装
備
課
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
１
項

を
加
え
る
。

２
財
務
局
に
、
次
の
３
課
を
置
く
。

会
計
課

施
設
課

装
備
課
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第
９
条
及
び
第
１０
条
を
削
り
、
第
８
条
を
第
１０
条
と
し
、
第
７
条
を
第
９
条
と
し
、
第
６
条
を

第
８
条
と
し
、
第
５
条
の
次
に
次
の
２
条
を
加
え
る
。

（
情
報
管
理
課
）

第
６
条
情
報
管
理
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

�
電
子
計
算
業
務
の
研
究
、
開
発
に
関
す
る
こ
と
。

�
情
報
通
信
技
術
の
調
査
、
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

�
電
子
計
算
組
織
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

�
警
察
統
計
（
犯
罪
統
計
を
除
く
。）
に
関
す
る
こ
と
。

�
照
会
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

（
留
置
管
理
課
）

第
７
条
留
置
管
理
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

�
留
置
施
設
及
び
被
留
置
者
に
関
す
る
こ
と
。

�
被
留
置
者
の
護
送
に
関
す
る
こ
と
。

�
留
置
業
務
に
か
か
わ
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

�
留
置
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

第
１３
条
第
５
号
を
削
る
。

第
１７
条
中
第
１３
号
を
削
り
、
第
１４
号
を
第
１３
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

�
生
活
安
全
指
導
室
に
関
す
る
こ
と
。

第
２０
条
中
第
６
号
を
第
７
号
と
し
、
第
５
号
を
第
６
号
と
し
、
第
４
号
を
第
５
号
と
し
、
同
条

第
３
号
中
「
前
２
号
」
を
「
前
３
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
４
号
と
し
、
同
条
第
２
号
の
次

に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

�
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１５
年
法
律
第
６５
号
）
に
規
定
す
る

犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

第
２６
条
中
「
刑
事
部
に
」
の
次
に
「
、
組
織
犯
罪
対
策
局
を
置
く
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
、
「
９

課
」
を
「
５
課
」
に
改
め
、
「
捜
査
第
四
課
」、
「
組
織
犯
罪
対
策
課
」、
「
国
際
捜
査
課
」
及
び

「
薬
物
銃
器
対
策
課
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

２
組
織
犯
罪
対
策
局
に
、
次
の
４
課
を
置
く
。

組
織
犯
罪
対
策
課

捜
査
第
四
課

薬
物
銃
器
対
策
課

国
際
捜
査
課

第
３４
条
及
び
第
３５
条
を
削
り
、
第
３２
条
の
２
を
第
３５
条
と
し
、
第
３２
条
の
３
を
第
３４
条
の
３
と

し
、
第
３１
条
を
第
３４
条
の
２
と
し
、
第
３２
条
中
第
６
号
を
第
７
号
と
し
、第
５
号
を
第
６
号
と
し
、

第
４
号
を
第
５
号
と
し
、
同
条
第
３
号
の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
、
同
条
を
第
３４
条
と
す
る
。

�
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１９
年
法
律
第
２２
号
）
に
規
定
す
る

調
査
等
及
び
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

第
３３
条
を
第
３１
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
２
条
を
加
え
る
。

（
科
学
捜
査
研
究
所
）

第
３２
条
科
学
捜
査
研
究
所
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

�
犯
罪
科
学
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�
科
学
捜
査
に
関
連
す
る
鑑
定
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

�
科
学
的
検
査
及
び
実
験
に
関
す
る
こ
と
。

（
機
動
捜
査
隊
）

第
３３
条
機
動
捜
査
隊
に
お
い
て
は
、
機
動
捜
査
に
よ
る
犯
罪
の
捜
査
、
被
疑
者
の
検
挙
そ
の
他

重
要
事
件
の
初
動
捜
査
に
当
た
る
。

第
５７
条
の
６
を
第
５７
条
の
７
と
し
、
第
５７
条
の
３
か
ら
第
５７
条
の
５
ま
で
を
１
条
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
５７
条
の
２
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
生
活
安
全
指
導
室
）

第
５７
条
の
３
生
活
安
全
企
画
課
に
、
生
活
安
全
指
導
室
を
附
置
す
る
。

２
生
活
安
全
指
導
室
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

�
生
活
安
全
警
察
の
運
営
・
管
理
に
係
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

�
生
活
安
全
警
察
の
犯
罪
捜
査
に
係
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

�
生
活
安
全
警
察
の
公
判
対
応
に
関
す
る
こ
と
。

第
６６
条
を
第
６６
条
の
３
と
し
、
第
６５
条
の
次
に
次
の
２
条
を
加
え
る
。

（
財
務
局
長
）

第
６６
条
総
務
部
に
、
財
務
局
長
を
置
く
。

２
財
務
局
長
は
、
警
視
正
又
は
警
視
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
と
同
等
の
職
に
あ
る
事
務
職
員
又

は
技
術
職
員
を
も
つ
て
あ
て
る
。

３
財
務
局
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
財
務
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

（
組
織
犯
罪
対
策
局
長
）

第
６６
条
の
２
刑
事
部
に
、
組
織
犯
罪
対
策
局
長
を
置
く
。

２
組
織
犯
罪
対
策
局
長
は
、
警
視
正
又
は
警
視
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
つ
て
あ
て
る
。

３
組
織
犯
罪
対
策
局
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
組
織
犯
罪
対
策
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
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管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
七
一

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
警
察
本
部
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

警
察
本
部

財
務
局
長

一
種

組
織
犯
罪
対
策
局
長

方
面
本
部
長

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長

参
事

参
事
官

理
事
官

警
察
学
校
長

警
察
署
長
（
浦
和
、
浦
和
東
、
浦
和
西
、
大
宮
、

大
宮
東
、
大
宮
西
、
蕨
、
川
口
、
武
南
、
朝
霞
、

新
座
、
草
加
、
上
尾
、
鴻
巣
、
川
越
、
東
入
間
、

所
沢
、
狭
山
、
西
入
間
、
飯
能
、
東
松
山
、
秩
父
、

熊
谷
、
深
谷
、
加
須
、
岩
槻
、
春
日
部
、
越
谷
、

久
喜
、
吉
川
）

二
種

警
察
本
部
の
課
（
室
・
所
・
隊
）
長

監
察
官

聴
聞
官

管
理
官

訟
務
官

主
席
師
範

総
括
調
査
官

市
警
察
部
副
部
長

市
警
察
部
の
課
長

方
面
本
部
副
本
部
長

警
察
学
校
副
校
長

警
察
署
長

警
察
署
副
署
長
（
浦
和
、
浦
和
東
、
浦
和
西
、
大

宮
、
大
宮
東
、
大
宮
西
、
蕨
、
川
口
、
武
南
、
朝

霞
、
新
座
、
草
加
、
上
尾
、
鴻
巣
、
川
越
、
東
入

間
、
所
沢
、
狭
山
、
西
入
間
、
飯
能
、
東
松
山
、

三
種

の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
１９
年
１０
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
傍
受
令
状
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
１９
年
９
月
２５
日

埼
玉
県
公
安
委
員
会
委
員
長
由
木
義
文

埼
玉
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１１
号

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
傍
受
令
状
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
傍
受
令
状
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１２
年
埼
玉
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１２
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
号
中
「
刑
事
部
長
」
の
次
に
「
、
刑
事
部
組
織
犯
罪
対
策
局
長
」
を
加
え
、
「
同
部
捜
査

第
四
課
、
同
部
国
際
捜
査
課
及
び
同
部
薬
物
銃
器
対
策
課
」
を
「
同
部
組
織
犯
罪
対
策
局
捜
査
第

四
課
、
同
局
薬
物
銃
器
対
策
課
及
び
同
局
国
際
捜
査
課
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
１９
年
１０
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

－３－

第����号平成��年�月��日（火曜日）



示�

告�

秩
父
、
熊
谷
、
深
谷
、
加
須
、
岩
槻
、
春
日
部
、

越
谷
、
久
喜
、
吉
川
）

主
席
調
査
官

主
席
指
導
官

主
席
専
門
官

公
安
委
員
会
室
長

け
い
さ
つ
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長

音
楽
隊
長

監
査
室
長

装
備
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長

照
会
セ
ン
タ
ー
所
長

留
置
セ
ン
タ
ー
所
長

採
用
セ
ン
タ
ー
所
長

犯
罪
被
害
者
対
策
室
長

企
画
調
整
室
長

現
任
教
養
推
進
室
長

生
活
安
全
指
導
室
長

防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
長

生
活
安
全
特
別
捜
査
隊
長

環
境
犯
罪
対
策
室
長

航
空
隊
長

刑
事
指
導
室
長

検
視
調
査
室
長

交
通
安
全
対
策
推
進
室
長

交
通
捜
査
室
長

暴
走
族
対
策
室
長

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
所
長

放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー
所
長

外
事
特
別
捜
査
隊
長

国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
長

少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
所
長

四
種

特
別
機
動
警
察
隊
長

次
席
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

初
任
教
養
部
長

警
察
署
副
署
長

次
席

副
隊
長

術
科
教
養
部
長

五
種

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
中
央
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ェ
ア
リ
ー
ス
ポ

ー
ツ
ク
ラ
ブ

三

代
表
者
の
氏
名

長
岡

修

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
大
門
二
三

七
二
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
、
ス
ポ

ー
ツ
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
ス
ポ
ー
ツ
文

化
の
発
展
、地
域
の
活
性
化
、健
康
の
増
進
、

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
実
施
、
子
ど
も
の
健
全
な

育
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

－４－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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１０００
万
円
券

４１９
～
４４８

５９９
～
６２８

２１５９
～
２１８８

１８１
～
１８４

２３７
～
２４０

２７３
～
２７６

５７６
～
６２０

２７３６
～
２７８０

３７７１
～
３８１５

１００
万
円
券

３６１
～
３６８

４７３
～
４８０

５４５
～
５５２

１０
万
円
券

１
万
円
券

償
還
額

（
万
円
）

９０
，０００

１４
，４００

１３５
，０００

償
還
期
日

（
年・月・日

）

１９
．１１
．２０

１９
．１１
．２０

１９
．１１
．２８

銘
柄

１０
／
イ

１０
／
ロ

１０
／
リ

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総

務
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地

域
創
造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

全
国
子
育
て
・

福
祉
支
援
ふ
れ
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三

代
表
者
の
氏
名

小
松

福
三

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
狭
山
市
祇
園
三
丁
目
二
十
番
ビ
ラ

祇
園
二
Ｆ

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
け
る
子
ど
も
た

ち
と
親
、
障
害
者
、
高
齢
者
な
ど
、
各
分
野

の
人
々
の
ふ
れ
あ
い
活
動
を
す
す
め
、
地
域

で
の
子
育
て
を
支
援
し
障
害
者
や
高
齢
者
に

は
仕
事
の
機
会
を
作
り
出
す
こ
と
を
通
し

て
、
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
り
障
害
者

・
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総

務
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地

域
創
造
セ
ン
タ
ー
行
田
支
所
に
お
い
て
備
え
置

く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
十
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
イ
シ
ッ
プ

三

代
表
者
の
氏
名

萎
澤

敏
健

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
行
田
市
大
字
和
田
四
百
八
十
六
―

三
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
誰
も
が
心
豊

か
か
つ
健
や
か
に
共
生
し
て
い
け
る
地
域
社

会
の
向
上
を
目
指
し
、
市
民
社
会
に
お
け
る

シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
な
り
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

向
け
た
研
究
調
査
及
び
啓
発
、
提
言
等
に
関

す
る
情
報
を
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
伝
え
る
核
と

な
る
事
業
等
を
行
い
、
も
っ
て
地
域
社
会
生

活
の
発
展
及
び
社
会
全
体
の
利
益
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
誰
も
が
心
豊

か
か
つ
健
や
か
に
共
生
し
て
い
け
る
地
域
社

会
の
向
上
を
目
指
し
、
福
祉
に
携
わ
る
事
業

を
行
い
社
会
生
活
へ
の
自
立
、
又
社
会
生
活

に
お
い
て
の
補
助
を
行
い
障
害
者
や
高
齢
者

な
ど
の
受
け
皿
と
な
り
、
一
般
生
活
を
円
滑

に
送
れ
る
よ
う
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
九
号

埼
玉
県
公
債
を
抽
せ
ん
の
結
果
、
次
の
と
お
り
償
還
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

銘
柄
、
償
還
期
日
、
償
還
額
及
び
番
号

－５－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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９９
～
１０５

４４２
～
４４８

５６１
～
５６７

２９
・
３０

１２７
・
１２８

１６１
・
１６２

２１
，６００

１９
．１１
．２８

１０
／
ヌ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

二

支
払
場
所

現
物
債
は
券
面
記
載
の
場
所
、
登
録
債
は
指
定
支
払
場
所

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
か
ら
平
成

十
八
年
度
建
物
共
済
事
業
及
び
機
械
損
害
共
済

事
業
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

建
物
共
済
事
業

分
担
金
そ
の
他
収
入

一
、
七
四
一
、
七
四
七
、
八
九
三
円

災
害
共
済
金
、
経
費
そ
の
他
支
出

一
、
一
一
九
、
七
二
〇
、
四
五
五
円

正
味
財
産

二
二
、
〇
四
七
、
三
六
八
、
九
六
四
円

二

機
械
損
害
共
済
事
業

分
担
金
そ
の
他
収
入

五
五
六
、
九
一
九
、
八
八
〇
円

災
害
共
済
金
、
経
費
そ
の
他
支
出

二
四
二
、
〇
〇
九
、
七
九
七
円

正
味
財
産

六
、
六
六
〇
、
二
三
〇
、
〇
八
三
円

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－６－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－８－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
四
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

組
合
の
名
称

桶
川
市
下
日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理

組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
五
年
三
月
九
日
か
ら

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
字
東
、
字
高
井
、

及
び
字
西
の
各
一
部
、
泉
一
丁
目
の
一
部
、

鴨
川
一
丁
目
の
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
九
○
五
番
地
一
九

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
五
年
三
月
九
日

六

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
五
号

吉
川
市
長
か
ら
越
谷
都
市
計
画
下
水
道
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
下
水
道
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
六
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
立
図
書
館
業
務
シ
ス
テ
ム
開
発
業

務
委
託
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
立
浦
和
図
書
館
シ
ス
テ
ム
管
理
担

当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁

目
１
番
２２
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１９
年
８
月
９
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
東
京
都
港
区
芝
５

丁
目
７
番
１
号

５
落
札
金
額

３４
，６５０
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１９
年
６
月
２９
日

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
、同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、

－９－
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同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
八
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

警
察
車

（無
線
警
ら
車

）

１１
台

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課
調
度
第

二
係
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３

丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１９
年
７
月
２０
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

埼
玉
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
埼
玉
県

さ
い
た
ま
市
中
央
区
下
落
合
６
丁
目
１
番
１８

号
５
落
札
金
額

４２
�６５４
�１５０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１９
年
６
月
５
日

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長

齊

藤

善

孝

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

蓮
田
鴻
巣
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長

齊

藤

善

孝

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

さ
い
た
ま
鴻
巣
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
字
東
一
番
一
地
先

一
〇
・
八
四
〜二

六
・
九
二

一
八
・
〇
〇

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事
に
よ
る
。

新

一
八
・
〇
〇
〜三

二
・
二
七

施
設
等
の
名
称

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

委
託
期
間

埼
玉
県
立
近
代
美

術
館

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

清
野

智

平
成
十
九
年
九

月
二
十
五
日
か

ら
同
年
十
二
月

十
六
日
ま
で

－１０－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十

二
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
六
月
五
日

指
令
飯
整
第
一
九
〇
〇
〇
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
九
月
十
九
日

飯
整
第
一
九
〇
〇
三
二
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
越
生
町
上
野
東
四
丁
目
五
番
二
、

七
、
八

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

入
間
郡
越
生
町
上
野
東
三
丁
目
六
番
一
二

号
森

友
臣

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十

三
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

指
令
飯
整
第
一
九
〇
〇
一
七
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
九
月
十
九
日

飯
整
第
一
九
〇
〇
三
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
越
生
町
大
字
上
野
字
山
口
二
二
八

九
番
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

入
間
郡
越
生
町
上
野
東
三
丁
目
二
番
地
二

ア
ネ
ッ
ク
ス
Ｙ
、Ｓ
Ⅱ
一
〇
二

石
川

健
吾

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

二
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
八
月
二
十
二
日

第
一
九
○
○
六
一
○
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

第
一
九
〇
〇
八
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
滑
川
町
大
字
都
五
九
―
三
、
五
九

―
五
、
五
九
―
六

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
六
―

一
一一

建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
泉

公
善

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
十

八
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
八
月
十
五
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
一
〇
二
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

杉
整
第
八
三
七
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
鷲
宮
字
社
宮
司
一

七
四
三
―
三

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

桶
川
市
大
字
倉
田
字
前
方
五
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
倉
田
字
前
方
一

〇
番
一
地
先
ま
で

九
・
三
四
〜

一
一
・
五
九

八
四
・
一
七

交
差
点
改
良
工
事
に
よ
る
。

新

一
〇
・
一
一
〜一

二
・
一
七

－１１－
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四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
鷲
宮
一
七
四
四
番

地
山
口

尚
之

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会
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